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第４章    計画の実現に向けて 

第１節  計画の推進体制  

 

本市のスポーツ施策を総合的かつ計画的に推進し、『いつまでも住み続けたいウェルネス都市 

加古川』を実現するため、様々な団体が連携・協働しながら、市民と一体となった総合的な計画

の推進を図ります。 

 

１ 本市における全庁的な推進 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として高まった市民の

スポーツへの関心や、市が今まで推進してきたスポーツ関連事業等の継承、発展、充実

を図るため、スポーツ推進に係る施策について関連部局との密接な連携のもと、総合的

かつ効果的に推進します。 

 

２ スポーツ関係団体との連携・協働 

「加古川市体育協会」「加古川市スポーツ推進委員会」「ＮＰＯ法人加古川総合スポー

ツクラブ」で構成される「加古川市スポーツネットワーク委員会」などのスポーツ関係

団体は、各団体の特性を活かしたスポーツイベントの企画・運営が可能なことから、今

後も行政と密接な連絡・調整を図り、スポーツ参画人口のさらなる拡大に向け連携・協

働による取組を推進します。 

 

３ 学校との連携 

児童・生徒の体力・運動能力の向上や、生涯にわたり豊かなスポーツライフを営む態

度及び能力の育成に向け、教員の指導力向上や外部指導者の導入により運動部活動の活

性化等を図る取組を推進します。 

 

４ 市民の理解と参加の促進 

市及びスポーツ関係団体は、スポーツを通じて市民が『生涯にわたり、心身ともに健

康で文化的な生活』を営むことができるよう、スポーツに対する市民の関心と理解を深

めるとともに、スポーツに対する市民の参加・支援を促進します。 
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【図表９】  計画の推進体制  
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第２節  計画の進行管理  

 

本計画を効果的かつ着実に推進するため、基本方針や施策等について、定期的に Plan（計画）

→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）のマネジメントサイクルを踏まえた点検と評価を

行います。 

「加古川市スポーツ推進審議会」においては、本計画の施策の点検・評価を審議するため、各

施策の目標達成に向けた取組の進捗状況の確認を毎年度行います。 

また、策定時から５年後を目途に、市民を対象とした「スポーツ実態調査」により市民の意見

等の把握を行い、中間評価を行います。その結果や国の動向、社会情勢の変化などへの対応が必

要となった場合は、適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 10】  計画の進行管理  

 




